
 

 

 

中 核 市 市 長 会 議 

 

 

〔平成２９年１月２５日〕 

 

（議案資料） 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成２９年１月２５日（水） 
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会 場  衆議院第二議員会館 

１階 多目的会議室 



 



【資料 1】 

 

 

中核市市長会東京事務所職員体制の見直しについて（案） 

 

 

（提案の趣旨） 

中核市市長会東京事務所職員体制に関し、会員市からの職員派遣による負担の軽減及び

会員市間の負担の公平性の確保の観点から、職員の任命及び職員にかかる負担のあり方を

改め、もって東京事務所職員体制の安定化を図るもの。 

 

 

（見直しの内容） 

1. 平成２９年度より中核市市長会東京事務所職員の一部について、中核市職員以外の者

を任命することができることとし、その職員にかかる費用を中核市市長会が負担する

こととする。 

 

2. 中核市市長会東京事務所規程を一部改正し、「特に必要がある場合は、中核市職員以

外の者から任命することができる」（第３条第３項関係）こととする。 

 

3. 中核市市長会が職員にかかる費用の一部を負担するため、平成２９年度より中核市市

長会の会費を現行の４０万円から５０万円に改める。 

 

 

中核市市長会東京事務所規程 新旧対照表 

改正案 現行 

（職 員） 

第３条 事務所に所長、副所長、その他必要な所員

を置く。 

２ 所長は、会長市の職員から会長が任命する。た

だし、会長の任期が満了する会計年度で、会長の

任期が満了するまでの期間にあっては、会長が指

定する市の職員から任命することができる。 

３ 副所長及び所員は、中核市職員から会長が任命

する。ただし、特に必要がある場合は、中核市職

員以外の者から任命することができる。 

４～６ 略 

（職 員） 

第３条 事務所に所長、副所長、その他必要な所員

を置く。 

２ 所長は、会長市の職員から会長が任命する。た

だし、会長の任期が満了する会計年度で、会長の

任期が満了するまでの期間にあっては、会長が指

定する市の職員から任命することができる。 

３ 副所長及び所員は、役員市の職員又は希望する

市の職員から会長が任命する。 

 

４～６ 略 
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【参考資料】

職 担当業務

東京事務所の事務の総括

事務局との連絡調整

主要会議の運営

政党、国会、府省、関係団体との情報収集・連絡調整

中核市市長会の運営に関する企画調整

所長の補佐及び班の所掌事務の総括(市長会運営に関する事務を含む）

市長会議・役員市長会議の運営

事務担当者会議・役員市事務担当者会議の運営

中核市候補市事務担当者会議の事務局及び運営

中核市サミットの開催に係る調整 

国会議員の会の運営に係る調整

防災担当者会議・人事担当課長会議等各種会議の開催支援

地方自治研究機構に対する調査研究委託

規約・規程・要領の制定・改廃等

予算案の作成及び決算のとりまとめ

プロジェクト会議の運営支援＜地方創生第一プロジェクト（仮称）担当＞

省庁関連の情報収集・分析及び会員市への情報提供（内閣府・総務省・その他）

所長の補佐及び班の所掌事務の総括

提言活動調整

地方分権改革に関する提案募集に係る調整

総務大臣との懇談会の運営

指定都市市長会・全国施行時特例市市長会との連携事業

緊急を要する意見、要望、調査の実施等に関すること

中核市都市要覧の総括

プロジェクト会議の運営支援＜地方分権プロジェクト（仮称）担当＞

省庁関連の情報収集・分析及び会員市への情報提供（内閣府・総務省・財務省・厚生労働省）

事務所の経理・庶務全般

広報活動（パンフレットの作成、ホームページの更新、メールマガジンの作成）

中核市間の照会事務

国の施策及び予算に関する提言検討会議の事務局

プロジェクト会議の運営支援＜地方創生第二プロジェクト（仮称）担当＞

税制改正要望に係る調整

財政関連等統計資料の総括

提言の実施状況の確認・報告（担当市・幹事市等によるものを除く）

省庁関連の情報収集・分析及び会員市への情報提供（内閣府・総務省・文部科学省）

副所長
（総務調整班）

平成29年度 中核市市長会東京事務所職員　事務分担表（案）

所長

副所長
（調整連携班）

所員
（調整連携班）
（総務調整班）
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中 核 市 市 長 会 東 京 事 務 所 規 程  

 

（趣 旨） 

第１条 中核市市長会規約（以下「規約」という。）第１２条に関し、事務

局の事務執行機関として、中核市市長会東京事務所（以下「事務所」とい

う。）を置くこととし、この規程は、その運営及び事務所職員について必

要な事項を定めるものとする。 

（場 所） 

第２条 事務所の設置場所を東京都内とする。 

（職 員） 

第３条 事務所に所長、副所長、その他必要な所員を置く。 

２ 所長は、会長市の職員から会長が任命する。ただし、会長の任期が満了

する会計年度で、会長の任期が満了するまでの期間にあっては、会長が指

定する市の職員から任命することができる。 

３ 副所長及び所員は、役員市の職員又は希望する市の職員から会長が任命

する。 

４ 所長は、事務所の事務を掌理し、事務所職員を指揮監督する。 

５ 副所長及び所員の事務分担は、所長が定める。 

６ 事務所職員に特段の理由があり、事務所での業務を継続できない場合は、

原則、その事務所職員が所属する市の別の職員がその職務を代理する。  

（経 費） 

第４条 事務所の運営及び事業に要する経費は、中核市市長会の歳入をもっ

てこれに充てるものとする。 

（雑 則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、事務所の運営及び事務所職員に関し

て必要な事項は、所長が別に定める。 

 

附  則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２８年８月１０日から施行する。 
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	財政見通し




